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申告期間 　2月16日(月)～3月16日(月)
　還付申告の人／2月3日(火)、4日(水)
　年金収入のみの人／2月5日(木)、6日(金)、9日(月)、10日(火)
受付時間　午前９時～11時、午後１時～４時
相談場所　毛呂山町役場　２階会議室
問 合 せ　町県民税について／役場税務課  町民税課税係ｔ049（295）2112内線195・196
　　　　　所得税などについて／税務署申告案内コールセンターｔ049（235）9411

町県民税 ･所得税の
申告のお知らせ

町県民税 ･所得税の
申告のお知らせ

◆◆ 町県民税 ･ 還付申告の受付日程表 ◆◆

受 付 日 受      付      地      区　　な　　ど
午前（９時～11時） 午後（１時～４時）

２月　３日（火）還付申告
の人

給与所得者で、医療費控
こうじょ

除または住宅借
かりいれきん

入金等特別控除の対象となるため、所得税の
還付申告をする人２月　４日（水）

２月５日から10日の受付地区は、大字（町名）です
２月　５日（木）

年金収入
のみの人

大字岩井・下川原 大字小
こ だ や

田谷・苦
にがばやし

林、中央

２月　６日（金） 大字大谷木・前久保、南台 大字西
さ い ど

戸・葛
つづらぬき

貫・毛呂本郷

２月　９日（月） 大字旭台・市場、若山 前久保南

２月 10 日（火） 大字川角・長瀬、岩井西
大字阿

あ す わ

諏訪・大類・権
ごんげんどう

現堂・宿
しゅくや

谷・滝ノ入・西大久保・

箕
み の わ だ

和田、目白台

２月16日以降の受付地区は、行政区です
２月 16 日（月）上町、中町、毛呂病院ケアハウス 下町、金

かねづか

塚、埼玉医大福祉棟、ジョイム毛呂山

２月 17 日（火）東
とううん

雲、小田谷、西
にしうら

裏団地 平山、平山ニュータウン

２月 18 日（水）前久保 岡本団地、いわい団地、ゆずの木台

２月 19 日（木）沢田 大
だ い し

師二区、シャルマンコーポ毛呂山自治会

２月 20 日（金）大師一区 長瀬一区、総庭団地

２月 21 日（土）指定日に来られない人

２月 23 日（月）長瀬二区、双葉団地 長瀬三区、第六団地、第九団地

２月 24 日（火）滝ノ入、杉ノ入団地 阿諏訪

２月 25 日（水）大谷木、宿谷、権現堂 葛貫、日
にっせい

生団地

２月 26 日（木）第一団地１区～３区、第四団地 第一団地４Ａ区～５区、第七団地、第十三団地

２月 27 日（金）第二団地１区～３区 第二団地４区～６区、第五団地、西
にしはら

原団地

２月 28 日（土）指定日に来られない人

３月　２日（月）第三団地 毛呂山台

３月　３日（火）角
つ の き

木団地 学園台、日
に っ か

化団地、旭台団地（北・南）

３月　４日（水）川角、玉
ぎょくりんじ

林寺 むさし野自治会、谷
や ば た

端団地

３月　５日（木）西大久保 旭台、旭台（大）、大類、苦林

３月　６日（金）下川原 西戸、東
とうはら

原団地

３月　９日（月）市場、新南台自治会 箕和田、目白台自治会

３月 10 日（火）

指定日に来られない人
３月 11 日（水）

３月 12 日（木）

３月 13 日（金）

３月 16 日（月）

申告のご注意 !!
次の人は税務署で申告してく
ださい。
●譲渡所得（株式を含む）の
　ある人
●青色申告の人
●平成19年分以前の申告を
　する人
●国外に居住する人を扶養し     
　ている人
●山林所得のある人
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今
年
も
町
県
民
税
・
所
得
税
の

申
告
受
付
が
、
２
月
16
日
月
か
ら

３
月
16
日
月
ま
で
の
期
間
に
行
わ

れ
ま
す
。
役
場
で
の
申
告
受
付
は
、

前
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。

　

申
告
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と

大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
や
む

を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
な
る
べ

く
指
定
日
に
申
告
す
る
よ
う
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
役
場
お
よ
び
税
務
署
か
ら
申
告

書
が
届
い
た
場
合
は
、
必
ず
そ
の

申
告
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
平
日
以
外

の
申
告
受
付
日
を
設
け
ま
し
た
の

で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
毛
呂
山
町
役
場
／
２
月
21
日
土
・

　

２
月
28
日
土

●
川
越
税
務
署
／
２
月
22
日
日
・

３
月
１
日
日

●
申
告
が
必
要
な
人

　

平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
、
毛

呂
山
町
に
住
ん
で
い
た
人
で
、
次

の
人
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

・
商
業
、
工
業
、
農
業
な
ど
の
事

業
を
営
ん
で
い
る
人
や
、
地
代
・

家
賃
・
利
子
・
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
人

※
源
泉
分
離
課
税
さ
れ
て
い
る
配

当
所
得
に
関
し
て
は
申
告
不
要
で

す
が
、
申
告
し
た
場
合
、
総
合
課

税
と
な
り
ま
す
。

・
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら

給
与
支
払
報
告
書
が
町
に
提
出

さ
れ
て
い
な
い
人

・
所
得
の
な
い
人
（
申
告
書
裏
面

の
「
９ 

所
得
が
無
か
っ
た
人

の
記
載
欄
」
を
必
ず
記
入
し
て

く
だ
さ
い
）

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
場
合
は
、
16
歳
以
上
の
す
べ
て

の
人
の
申
告
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
、
７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

※
税
務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
し
た
人
は
、
町
県
民
税

の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
告
が
必
要
な
人

給
与
所
得
が
あ
る
人

・
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い

る
人
で
、
給
与
所
得
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

・
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
人
で
、
退
職
所
得
以
外

の
所
得
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
人

・
平
成
20
年
中
の
給
与
な
ど
の
収

入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る

人
事
業
所
得
な
ど
が
あ
る
人

　

事
業
所
得
の
申
告
は
、
で
き
る

だ
け
税
務
署
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
所
得
の
わ
か
る
書
類

・
給
与
所
得
や
年
金
所
得
の
あ
る

人
は
、
原
則
と
し
て
平
成
20
年

分
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

・
事
業
を
し
て
い
る
人
は
、
収
支

内
訳
書
（
事
前
に
帳
簿
や
領
収

書
か
ら
、
売
上
や
必
要
経
費
を

整
理
、
計
算
し
て
収
支
内
訳
書

を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
）

②
生
命
保
険
・
地
震
保
険
・
国
民

年
金
の
控
除
証
明
書
、
国
民
健

康
保
険
な
ど
の
領
収
書

③
印
鑑

④
申
告
者
本
人
名
義
の
預
金
口
座

番
号
の
わ
か
る
も
の

　
　

　

給
与
や
年
金
か
ら
所
得
税
を
源

泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
で
、
次
に

該
当
す
れ
ば
還
付
申
告
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
控
除

　

本
人
、
ま
た
は
生
計
を
一
緒
に

す
る
配
偶
者
や
そ
の
ほ
か
の
親
族

の
た
め
に
、
平
成
20
年
中
に
支
払

っ
た
医
療
費
の
合
計
金
額
か
ら
、

健
康
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た

金
額
を
差
し
引
き
、
さ
ら
に
総
所

得
金
額
等
の
５
％
（
10
万
円
が
上

限
）
を
差
し
引
い
た
残
額
が
、
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
平
成
20
年
分
源
泉
徴
収
票
（
原

本
）

②
平
成
20
年
中
の
医
療
費
の
領
収

書
・
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ

れ
た
額
の
わ
か
る
も
の(

事
前

に
個
人
・
医
療
機
関
ご
と
に
医

療
費
を
計
算
し
て
く
だ
さ
い)

③
印
鑑　

④
申
告
者
本
人
名
義
の
預
金
口
座

番
号
の
わ
か
る
も
の

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
、
自

己
の
居
住
の
た
め
に
住
宅
を
取
得
、

ま
た
は
増
改
築
な
ど
を
し
た
人
で
、

一
定
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
場
合

に
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
19
年
以
降
に
入
居
し
た
場

合
は
、
所
得
税
か
ら
控
除
で
き
る

期
間
が
10
年
あ
る
い
は
15
年
の
い

ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。
申
告

時
ま
で
に
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
税
務
署
に
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
平
成
18
年
ま
で
に
入
居
し
た
場

合
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲

に
と
も
な
い
、
所
得
税
か
ら
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
額
を
引
き
き

れ
な
か
っ
た
人
は
、
申
告
に
よ
り

住
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控
除
で

き
る
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
広
報
も
ろ
や
ま
11
月
20

日
号
20
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
雑
損
控
除

　

火
災
や
盗
難
な
ど
で
損
害
を
受

け
た
場
合
に
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
寄
附
金
控
除

　

国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
に
５

千
円
を
超
え
る
寄
付
を
し
た
場
合

に
対
象
に
な
り
ま
す
。

『
給
与
支
払
報
告
書
』
の
提
出

を
お
忘
れ
な
く

　

専
従
者
や
従
業
員
を
雇
用
し
て

い
る
事
業
主
は
、
従
業
員
な
ど
の

住
所
地
の
市
町
村
に
、
平
成
20
年

分
の
給
与
支
払
報
告
書
を
２
月
２

日
月
ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
報

告
書
の
提
出
が
な
い
と
、
専
従
者

や
従
業
員
は
、
町
県
民
税
の
申
告

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
の
申
告

は
税
務
署
で
受
け
付
け
ま
す

　

平
成
20
年
中
に
土
地
・
建
物
・

山
林
・
株
式
な
ど
を
譲
渡
や
交
換

し
た
人
は
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
申
告
は
、
税
務

署
で
行
な
い
ま
す
の
で
、
日
程
に

し
た
が
っ
て
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
青
色
申
告
の
人
は
税

務
署
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
は
で
き
る
だ
け

指
定
日
に

還
付
申
告

ご
存
知
で
す
か
？

税務署から　申告のお知らせ

所
得
税
の
申
告

町
県
民
税
の
申
告

平
日
以
外
の
申
告
受
付
日
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平
成
20
年
分
の
申
告
期
間
お
よ

び
納
付
期
限
な
ど
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。
で
き
る
だ
け
お
早
め
に

お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
は
、
「
自
分
で
正
し

く
計
算
し
、
期
限
内
に
申
告
・
納

税
す
る
」
と
い
う
制
度
で
す
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告

申
告
期
間
／
２
月
16
日
月
～
３

月
16
日
月
ま
で

納
付
期
限
／
３
月
16
日
月

●
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の

　

確
定
申
告

申
告
期
限
・
納
付
期
限
／
３
月

31
日
火
ま
で

●
贈
与
税
の
申
告

申
告
期
間
／
２
月
２
日
月
～
３

月
16
日
月
ま
で

納
付
期
限
／
３
月
16
日
月

※
川
越
税
務
署
の
駐
車
場
は
狭
い

た
め
大
変
混
雑
し
ま
す
。
お
車
で

の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
川

越
税
務
署
は
、
「
Ｊ
Ｒ
南
古
谷
駅
」

か
ら
徒
歩
約
７
分
で
す
。

※
税
務
署
は
、
通
常
、
土
・
日
・

祝
日
は
閉
庁
し
て
い
ま
す
が
、
作

成
済
の
申
告
書
な
ど
は
、
必
要
書

類
と
と
も
に
、
郵
送
ま
た
は
税
務

署
の
「
時
間
外
文
書
収
受
箱
」
に

投
函
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
で
き

ま
す
。

●
申
告
書
の
送
付
先

〒
３
５
０―

８
６
６
６
川
越
市

大
字
並
木
４
５
２―

２
川
越
税

務
署

※
控
の
返
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、

返
信
用
封
筒
（
自
己
宛
名
明
記
の

う
え
、
切
手
貼
付
済
の
も
の
）
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）
は
、
こ
れ
ま
で

書
面
で
行
わ
れ
て
い
た
所
得
税
、

法
人
税
、
消
費
税
な
ど
の
申
告
や
、

法
定
調
書
の
提
出
、
納
税
証
明
書

の
交
付
請
求
、
電
子
申
告
・
納
税

等
開
始
（
変
更
）
届
出
な
ど
に
つ

い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
手
続
き
を
行
え
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
納
税
に
つ
い
て
も
、
全

税
目
に
つ
い
て
、
ペ
イ
ジ
ー
対
応

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

や
Ａ
Ｔ
Ｍ
な
ど
を
利
用
し
て
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か

ら
直
接
電
子
申
告
が
で
き
ま
す
。

　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。

◎
最
高
5
千
円
の
税
額
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
（
平
成
19
年
分
の
確

定
申
告
で
本
控
除
の
適
用
を
受
け

た
人
は
、
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）
。 

◎
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類

が
提
出
不
要
で
す
（
３
年
間
は
、

提
出
ま
た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
管
し

て
く
だ
さ
い
）
。

◎
還
付
金
の
受
取
り
が
早
く
な
り

ま
す
（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）
。

　

利
用
開
始
の
手
続
き
な
ど
、
詳

し
い
情
報
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ｈ　
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●
納
税

　

指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動

的
に
納
税
さ
れ
る
の
で
、
期
限
に

遅
れ
る
心
配
が
な
く
「
安
全
・
便

利
・
確
実
」
で
す
。

　

手
続
き
は
、
「
口
座
振
替
依
頼

書
」
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、

税
務
署
ま
た
は
指
定
の
金
融
機
関

に
提
出
す
る
だ
け
で
す
。

●
振
替
納
付
日

所
得
税
／
４
月
22
日
水

消
費
税
／
４
月
27
日
月

●
還
付
申
告

　

還
付
申
告
を
す
る
人
は
、
本
人

名
義
の
預
金
口
座
へ
の
振
込
み
に

よ
る
還
付
金
の
受
取
り
が
大
変
便

利
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
は
、
申
告
の
際
、
銀
行

な
ど
の
金
融
機
関
名
、
預
金
の
種

類
と
口
座
番
号
を
申
告
書
に
記
入

す
る
だ
け
で
す
。

※
銀
行
な
ど
の
統
廃
合
が
あ
っ
た

場
合
は
、
支
店
名
・
口
座
番
号
な

ど
の
変
更
の
有
無
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

※
住
所
や
姓
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

金
融
機
関
窓
口
で
変
更
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

期
間　

２
月
９
日
月
～
３
月
12
日

　

木
時
間　

午
前
９
時
～
11
時
（
相
談

開
始
時
間
は
午
前
９
時
30
分
か

ら
）、
午
後
１
時
～
３
時
（
土
・

日
・
祝
日
は
お
休
み
）

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
午
前
中
に

受
付
さ
れ
て
も
相
談
が
午
後
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

公
的
年
金
等
の
受
給
者
、

給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除
の

申
告
を
す
る
人
、
給
与
所
得
者

で
平
成
20
年
中
に
退
職
を
し
た

な
ど
年
末
調
整
が
お
済
み
で
な

い
人

※
源
泉
徴
収
税
額
の
な
い
人
に
は
、

還
付
す
る
金
額
は
生
じ
ま
せ
ん
。

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
、

右
記
以
外
の
内
容
の
人
は
、
税
務

署
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

場
所　

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
地
下
１

階
（
川
越
駅
西
口
徒
歩
１
分
）

※
東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
に
は
駐
車
場

が
あ
り
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

所
得
税
な
ど
の

確
定
申
告
は
お
早
め
に
！

所
得
税
の
確
定
申
告
は

さ
ら
に
使
い
や
す
く
な
っ
た

ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
!!

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
（
地
下
１
階
）

で
の
還
付
申
告
受
付

至ふじみ野市

至川越市街

至川越JR川越線至大宮

スーパーマーケット

南古谷
駐在所

川越税務署

コンビニエンス
ストア

南古谷駅

南古谷
駅前

至富士見市　　県道川越・新座線

県
道

並
木・川
崎
線

南古谷
駐在所

川越税務署川越税務署
南古谷
駅前

川越税務署地図

申告のお知らせ

川越税務署からの
お知らせ

問合せ　申告案内コールセンター

　（申告案内窓口）ｔ 049（235）9411

※自動音声応答に従い「0」番を選択

　してください）



　

地
方
税
法
の
改
正
に
と
も
な
い
、

こ
れ
ま
で
の
普
通
徴
収
（
納
付
書

納
付
お
よ
び
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
）
に
加
え
、
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
）
が

平
成
20
年
度
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

次
の
５
項
目
の
要
件
を
全
て
満

た
す
世
帯
主
が
、
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
に
新
た
に
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
る
人
に
は
、
４
月

上
旬
ご
ろ
に
予
定
額
を
通
知
し
ま

す
。
す
で
に
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
て
い
る
人
は
、
２
月
の
特
別

徴
収
額
と
同
額
を
、
４
月
・
６
月
・

８
月
の
年
金
か
ら
仮
徴
収
税
額
と

し
て
徴
収
し
ま
す
。
平
成
21
年
度

の
年
税
額
に
つ
い
て
は
、
年
度
当

初
の
納
税
通
知
書
で
通
知
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
中

の
収
入
を
元
に
算
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
正
し
い
年
税
額
は
、
所

得
確
定
後
の
６
月
に
な
ら
な
い
と

通
知
で
き
ま
せ
ん
。
税
額
を
年
金

保
険
者
に
通
知
す
る
の
に
、
さ
ら

に
２
か
月
以
上
か
か
る
た
め
、
特

別
徴
収
対
象
者
の
年
金
か
ら
実
際

に
徴
収
で
き
る
の
が
10
月
以
降
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
前
年

度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
を
６
等

分
し
た
額
を
便
宜
上
「
仮
徴
収
」

と
し
て
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年

金
か
ら
特
別
徴
収
し
、
確
定
し
た

年
税
額
か
ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
額
を
３
等
分
し
た
額

を
「
本
徴
収
」
と
し
て
、
10
月
・

12
月
・
２
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴

収
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
対
象
者
で
も
、
「
国

民
健
康
保
険
税
納
付
方
法
変
更
申

出
書
」
に
よ
る
申
請
に
よ
っ
て
、

口
座
振
替
で
の
納
付
に
変
更
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
変
更
を
希
望

す
る
人
は
、
役
場
税
務
課
窓
口
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
特
別

徴
収
と
普
通
徴
収
の
い
ず
れ
の
方

法
で
納
付
し
て
も
、
税
額
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
（
た
だ
し
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
面
で
は
、
世
帯

主
以
外
の
口
座
を
指
定
し
た
場
合
、

口
座
所
有
者
が
社
会
保
険
料
控
除

の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
た
め
、
税

額
に
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
）
。

　

な
お
、
年
金
保
険
者
に
通
知
す

る
な
ど
、
所
定
の
手
続
き
を
経
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
受

理
後
に
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を

実
際
に
停
止
す
る
ま
で
３
か
月
程

度
か
か
り
ま
す
。

必
要
な
物　

印
鑑
、
通
帳
届
出
印
、

預
金
通
帳
な
ど
の
口
座
の
わ
か

る
物

※
以
前
に
国
民
健
康
保
険
税
に
つ

い
て
、
口
座
振
替
申
込
み
依
頼
の

手
続
き
を
済
ま
せ
て
い
る
人
は
、

印
鑑
だ
け
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

申
告
に
つ
い
て
／
役
場

税
務
課
町
民
税
課
税
係
ｔ
内
線

１
９
５
・
１
９
６
、
納
付
額
に

つ
い
て
／
役
場
税
務
課
納
税
係

ｔ
内
線
１
９
３
・
１
９
４　
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国
民
健
康
保
険
税
額
の
算
定
に

は
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主

や
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
加
入
者
す
べ
て
の
人
の
所

得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
人
を

除
き
、
学
生
や
家
族
の
扶
養
に

入
っ
て
い
る
人
、
お
よ
び
収
入
の

全
く
な
い
人
も
、
収
入
所
得
の
申

告
が
毎
年
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
申
告
の
な
い
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
税
額
の
軽
減
措
置
や

高
額
療
養
費
な
ど
、
保
険
の
給
付

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
方

法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
広
報
の
５

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
定
基
準
額
以
下
の
収
入
の
世

帯
に
つ
い
て
は
、
納
税
の
負
担
を

減
ら
す
た
め
に
国
民
健
康
保
険
税

額
の
軽
減
措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。

軽
減
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
世
帯
ご
と
に
加
入
者
お
よ

び
世
帯
主
の
合
計
所
得
額
を
算
定

基
礎
と
し
て
、
自
動
判
定
し
ま
す

の
で
申
請
は
不
要
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
額
は
、

所
得
税
・
住
民
税
と
も
に
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

納
付
済
額
に
つ
い
て
の
『
納
付
済

証
明
書
』
は
お
送
り
し
ま
せ
ん
の

で
、
申
告
の
際
に
は
、
お
手
数
で

も
ご
自
身
で
領
収
証
の
領
収
日
と

金
額
を
確
認
の
う
え
、
ご
申
告
く

だ
さ
い
。

　

な
お
納
税
額
は
、
お
電
話
で
の

お
問
合
せ
の
ほ
か
、
来
庁
い
た
だ

け
れ
ば
、
納
付
額
確
認
書
を
発
行

し
ま
す
。

税
額
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

納
付
済
証
明
書
に
つ
い
て

●申告の必要が無い人●

・確定申告、住民税申告をした

本人

・給与以外の収入が無く、勤務

先から町に報告されている人

・収入が公的年金のみの人

・15歳以下の人

仮
徴
収
と
本
徴
収

平
成
20
年
中
の
収
入
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の

皆
さ
ん
へ

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
に
つ
い
て
ご
理
解
く
だ
さ
い

納
付
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

国保マスコット健康まもるくん

●特別徴収の要件●

・世帯主本人が国民健康保険加入者

・加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯

・公的年金を年額18万円以上受給している

・介護保険料が年金から特別徴収されている

・介護保険料と国民健康保険税の合計額が、

年金受給額の2分の１を超えていない
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